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「第２４期定時株主総会招集ご通知」の一部変更のお知らせ 

 

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、先般 2022 年６月７日付にて送付いたしました弊社「第 24期定時株主総会招集ご

通知」のうち、株主総会参考書類の一部に変更を要すべき事項がありましたので、ここ

に謹んで次のとおり変更させていただきます。 

敬具 

変更箇所 34頁 
 
株主総会参考書類 
議案及び参考事項 

第１号議案 定款の一部変更の件 

 

※変更箇所に網掛けを付しております。 

変更前 変更後 

1. 提案の理由 

 

 

 

「会社法の一部を改正する法律」（令

和元年法律第70号）附則第１条ただし書

きに規定する改正規定が2022年９月１日

に施行されますので、株主総会資料の電

子提供制度導入に備えるため、定款第14

条（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示）を次のとおり変更するものであ

ります。 

 

1. 提案の理由 

今後の事業内容の拡大に対応するた

め、定款第２条（目的）につきまして、

事業目的を追加するものであります。 

「会社法の一部を改正する法律」（令

和元年法律第70号）附則第１条ただし書

きに規定する改正規定が2022年９月１日

に施行されますので、株主総会資料の電

子提供制度導入に備えるため、定款第14

条（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示）を次のとおり変更するものであ

ります。 

 

 



 

変更前 変更後 

（１）変更案第14条第１項は、株主総会参
考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとる旨の規定を設ける
ものであります。 

（２）変更案第14条第２項は、書面交付請
求をした株主に交付する書面に記載す
る事項の範囲を限定するための規定を
設けるものであります。 

（３）株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示の規定（現行定款第14条）は不
要となるため、これを削除するもので
あります。 

（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生
日等に関する附則を設けるものであり
ます。 

上記のほか、条数の一部を整理するもので

あります。 
 
2. 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

  

 

（１）変更案第14条第１項は、株主総会参考
書類等の内容である情報について、電子
提供措置をとる旨の規定を設けるもので
あります。 

（２）変更案第14条第２項は、書面交付請求
をした株主に交付する書面に記載する事
項の範囲を限定するための規定を設ける
ものであります。 

（３）株主総会参考書類等のインターネット
開示の規定（現行定款第14条）は不要と
なるため、これを削除するものでありま
す。 

（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日
等に関する附則を設けるものでありま
す。 

上記のほか、条数の一部を整理するもので

あります。 
 

2. 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（目的） 
第２条 
当会社は、次の
事業を営むこと
を目的とする。 
1.～ 14.（本文
省略） 
（新設） 

 

 

 

 

 

15.～21.（本文省

略） 

（目的） 
第２条 
当会社は、次の

事業を営むことを
目的とする。 
1.～14.（現行ど
おり） 
15. 電気通信事業
法に基づく電気通
信事業 
16. 建設工事、電
気工事、電気通信
工事の施工及び請
負 

17.～23.（現行どお

り） 
 

  



 

変更前 変更後 

 

現行定款 変更案 

（株主総会参考書類
等のインターネット
開示） 
第１４条 
 当会社は、株主総
会の招集に際し、株
主総会参考書類、事
業報告、計算書類及
び連結計算書類に記
載または表示をすべ
き事項に係る情報
を、法務省令に定め
るところに従いイン
ターネットを利用す
る方法で開示するこ
とができる。 
 
＜ 新 設 ＞ 

＜ 削 除 ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（株主総会資料の
電子提供措置） 
第１４条 
 当会社は、株主
総 会 の 招 集 に 際
し、株主総会参考
書類等の内容であ
る情報について、
電子提供措置をと
るものとする。 
２ 当会社は、電
子提供措置をとる
事項のうち法務省
令で定めるものの
全部または一部に
ついて、議決権の
基準日までに書面
交付請求した株主
に対して交付する
書面に記載しない
ことができる。 

 

 

現行定款 変更案 

（株主総会参考書類
等のインターネット
開示） 
第１４条 
 当会社は、株主総
会の招集に際し、株
主総会参考書類、事
業報告、計算書類及
び連結計算書類に記
載または表示をすべ
き事項に係る情報
を、法務省令に定め
るところに従いイン
ターネットを利用す
る方法で開示するこ
とができる。 
 
＜ 新 設 ＞ 

＜ 削 除 ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（株主総会資料の
電子提供措置） 
第１４条 
 当会社は、株主
総会の招集に際
し、株主総会参考
書類等の内容であ
る情報について、
電子提供措置をと
るものとする。 
２ 当会社は、電
子提供措置をとる
事項のうち法務省
令で定めるものの
全部または一部に
ついて、議決権の
基準日までに書面
交付請求した株主
に対して交付する
書面に記載しない
ことができる。 

 



 

 ※本議案のうち、35頁の部分（旧定款第４７条（事業年度及び決算期）以下の条数変更並びに

附則の新設）につきましては変更ございません。 

 ※変更後の招集通知の全文につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.bemap.co.jp）に掲載させていただきます。 

 

 

 

以  上 

http://www.bemap.co.jp/

	※変更箇所に網掛けを付しております。

